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日程第１ 開会

令和２年第回定例会を開会します。

日程第２ 議事録署名委員指名

議事録署名委員を石前委員と高力委員にお願いします。

日程第３ 教育長報告

臨時休業については、４月２７日から４日間の休業を行いました。５月

１５日に遠隔授業の試行ということで、赤碕小学校の６年生を対象に行い

ました。

また、５月２１日には、船上小学校で学校と家庭の間でデータのやりと

りをするというかたちで行いました。来週は赤碕中学校で学校と家庭でう

まくいくか試験的に確認を行う予定としています。うまくいけばネットワ

ーク環境もそろっていないが、出来るところからということで行っており

ます。

今度は GIGA スクール構想で生徒一人に一台端末を整備ということで１

０月には全て整備が出来る予定としています。

５月２２日に予定していました人権同和教育推進協議会はコロナ感染

症拡大対策として中止となりました。教育委員の連絡協議会も書面評決と

なりましたので、教育委員の皆さまから賛成がどうかを聞いていきたいと

思います。

今後の予定ですが、学事訪問の予定が入ってきます。県教委と教育長と

指導主事で行います。教育委員の皆さまもご参加をお願いしたいと思いま

す。６月１８日には公開授業でデジタル教科書を使用することになりまし

た。

緊急事態宣言の解除を受けまして、中学校はクラブ活動を開始しており

ます。県内に限って対外試合を認めるということになっております。それ

からスポーツ少年団の活動についても県内に限って対外試合を認めると

いうことです。中学校については、中学総体がなくなりました。まったく

試合が無いということではいけないということで中部だけでも中学総体

にかわるものを調整しています。まなびタウンの開館につきましては、感

染症拡大対策を行ったうえで通常に近いかたちで開館を行っていくもの

とします。社会体育施設につきましては、感染症対策を行ったうえで、町
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外の利用者も利用可能にしていくこととしております。トレーニングルー

ムにつきましては、どのような利用制限を設けるかということを検討して

おりますけれども、６月１日から利用できるようにしています。

日程第４

議案第 46号「琴浦町社会体育施設条例の一部改正について」提案をお

願いします。

琴浦町社会体育施設条例の一部改正について、議決を求めるものです。

社会教育課 資料により説明

～資料に基づき協議～

承認してよろしいでしょうか（全員賛意）

議案第 47号 欠番

議案第 48号「響け！カウベル合唱団活動補助金交付要綱の制定につい

て」提案をお願いします。

響け！カウベル合唱団活動補助金交付要綱の制定について、議決を求め

るものです。

社会教育課 資料により説明

～資料に基づき協議～

承認してよろしいでしょうか（全員賛意）

議案第 49 号「琴浦町赤碕地区公民館運営協議会委員の委嘱について」

提案をお願いします

琴浦町赤碕地区公民館運営協議会委員の委嘱について、同意を求めるも

のです。

社会教育課 資料により説明

～資料に基づき協議～

同意してよろしいでしょうか（全員賛意）

議案第 50号 「学校給食費の額の決定について」提案をお願いします。

学校給食費の額の決定について議決を求めるものです。

教育総務課 資料により説明

～資料に基づき協議～

承認してよろしいでしょうか（全員賛意）

議案第 51号「財産の取得について（液晶プロジェクター）」提案をお願
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いします。

財産の取得について（液晶プロジェクター）について意見を求めるもの

です。

教育総務課 資料により説明

～資料に基づき協議～

承認してよろしいでしょうか（全員賛意）

議案第 52 号「令和２年度(6 月期)補正予算要求について」提案をお願

いします。

令和２年度(6 月期)補正予算要求について議決を求めるものです。

教育総務課 資料により説明

～資料に基づき協議～

承認してよろしいでしょうか（全員賛意）

協議事項について

下記協議事項について資料により説明

１ 令和元年度教育行政の点検及び評価について

２ 令和２年度琴浦町教育関係要覧について

３ 事務委任の案件の取り扱いについて

４ タブレットの端末運用について

報告事項について

校区外就学について資料により説明

その他

東伯地区教育委員会連絡協議会定期総会について資料により説明

次回委員会議開催日

次回委員会の開催日時を 6月 23日（火）13 時 30 分からとします。

閉会

本日の委員会は以上で閉会とします。



令和２年第６回琴浦町教育委員会の内容を記録し、相違ないことを証す

るため、ここに署名する。

令和２年５月２５日
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